
   東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，中小企業者の育成を図るため，省エネ機器等の導

入により脱炭素経営を目指す村内の中小企業者に対し，これらに必要

な経費の一部について，予算の範囲内において補助金を交付すること

に関し，東海村補助金等交付規則（平成１８年東海村規則第４３号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるもの

とする。  

 （定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。  

（１） 中小企業者 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）

第２条第１項に規定する中小企業者をいう。  

（２） 省エネ診断等 一般社団法人省エネルギーセンターが実施す

る省エネ最適化診断その他の省エネルギーのための改善提案の

うち，村長が認めるものをいう。  

（３） 省エネ設備 最新の目標年度の省エネルギー基準達成率（エ

ネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関

する法律（昭和５４年法律第４９号）に基づき定められた機器

ごとの省エネルギー基準達成率をいう。）が１００％以上（以下

「トップランナー基準」という。）の設備をいう。  

（補助対象者）  

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，

村内に事業所又は事務所を有する中小企業者であって，次に掲げる要

件を全て満たすものとする。  

（１） 同一の申請内容で過去に他の公的機関等から補助金等の交付

を受けていないこと。  

（２） 村税に未納がないこと。  

（補助対象事業）  

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）



は，補助対象者が自ら行う事業であって，次に掲げるものとする。  

（１） 省エネ診断等で提案された村内の事業所等における設備の導

入又は更新をする事業であって，省エネ診断等を実施した日か

ら３年以内に行うもの（以下「省エネ診断事業」という。）  

（２） 省エネ設備の導入又は更新をする事業（以下「トップランナ

ー基準等事業」という。）  

（補助対象経費）  

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）

は，補助対象事業において導入又は更新する設備及び付属品の購入費

並びに工事費とする。  

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる経費は補助対象経費の対象外

とする。  

（１） 次に掲げる物品の購入費  

ア パソコン，スマートフォン，タブレット，車両，運搬具等

汎用性があり，事業計画書に記載の事業以外の用途にも使用

できる物品  

イ 中古の物品  

ウ 一般価格又は市場相場と比較し，著しく高額な物品  

（２） 資材等の運搬費  

（３） 既存設備の処分費  

（補助金の額）  

第６条 補助金の額は，補助対象経費の合計額（消費税及び地方消費税

を除く。）に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００円未満の端

数があるときは，これを切り捨てた額。)とする。ただし，省エネ診断

事業については５０万円を，トップランナー基準等事業については３

０万円を限度とする。  

（交付申請及び請求）  

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」と

いう。）は，東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金交付申請書（様

式第１号）に，次に掲げる書類を添えて，村長に提出しなければなら

ない。  



（１） 事業計画書（様式第２号）  

（２） 収支予算書（様式第３号）  

（３） 履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は，直近の確定申告

書の写し又は村内で事業を営んでいることが分かる書類）  

（４） 見積書等補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し  

（５） 導入又は更新する設備の設置箇所の現況写真  

（６） カタログ等導入又は更新する設備の概要が確認できる書類の

写し  

（７） 省エネ診断事業について申請する場合は，省エネ診断等の結

果報告書の写し  

（８） トップランナー基準等事業について申請する場合は，導入又

は更新する設備がトップランナー基準を満たすことを確認でき

る書類  

（９） 前各号に掲げるもののほか，村長が必要と認める書類  

２ 前項の規定による申請は，同一年度内において，１補助対象者につ

き，補助対象事業ごとに１回を限度とする。  

（交付決定等）  

第８条 村長は，前条第１項の規定による申請があったときは，当該申

請内容を審査の上，補助金の交付の適否を決定し，東海村中小企業省

エネ設備導入支援補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４号）に

より当該申請をした申請者に通知するものとする。  

（事業の変更又は中止）  

第９条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は，やむを得ない理由により補助対象事業を変更し，又は中止しよう

とするときは，東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金交付決定変

更（中止）承認申請書（様式第５号）により村長の承認を受けなけれ

ばならない。ただし，軽微な補助対象事業の変更については，この限

りではない。  

２ 前項ただし書に規定する軽微な補助対象事業の変更とは，事業の目

的及び計画以外の変更であって，次に掲げるものとする。  

（１） 変更前の補助金交付決定額からの減額が２０パーセント以内



の変更  

（２） 補助対象経費の各経費区分間における２０パーセント以内の

金額の配分変更  

３ 村長は，第１項の規定による申請があったときは，当該申請の内容

を審査の上，変更又は中止の適否を決定し，東海村中小企業省エネ設

備導入支援補助金交付決定変更（中止）承認（不承認）決定通知書（様

式第６号）により補助事業者に通知するものとする。  

（補助金の実績報告）  

第１０条 補助事業者は，補助対象事業が完了したときは，当該事業が

完了した日の翌日から起算して３０日を経過した日又は当該補助年度

の３月末日のいずれか早い日までに，東海村中小企業省エネ設備導入

支援補助金実績報告書（様式第７号）に次に掲げる書類を添えて村長

に提出しなければならない。  

（１） 成果書（様式第８号）  

（２） 収支決算書（様式第９号）  

（３） 設備の導入又は更新に係る売買契約書，工事請負契約書等の

写し  

（４） 補助対象経費の支払を証する書類の写し  

（５） 設備の導入又は更新の状況が確認できる写真  

（６） その他村長が必要と認める書類  

（補助金の確定）  

第１１条 村長は，前条の規定による報告を受けたときは，当該報告に

係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により，補助対象事

業の結果が補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは，交付

すべき補助金の額を確定し，東海村中小企業省エネ設備導入支援補助

金確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知するものとす

る。ただし，補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は，

この限りではない。  

（補助金交付の時期及びの請求）  

第１２条 村長は，補助事業者が補助対象事業を完了した後において，

補助金を交付するものとする。ただし，村長が必要と認めるときは，



補助対象事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付するこ

とができる。  

２ 補助事業者は，補助金の交付を請求しようとするときは，東海村中

小企業省エネ設備導入支援補助金交付請求書（様式第１１号）により

村長に請求しなければならない。  

（交付決定の取消し等）  

第１３条 村長は，規則第１８条第１項の規定により補助金の交付決定

を取り消したときは，東海村中小企業省エネ設備導入支援補助金交付

決定取消通知書（様式第１２号）により補助事業者に通知するものと

する。  

（補助金の返還）  

第１４条 村長は，第９条第３項の規定により補助対象事業の変更若し

くは中止を承認した場合又は前条の規定により交付決定を取り消した

場合において，当該変更，中止又は取消しに係る部分に関し，既に補

助金が交付されているときは，東海村中小企業省エネ設備導入支援補

助金交付決定変更超過交付（中止・取消し）分返還通知書（様式第１

３号）により，期限を定めて，補助事業者にその返還を命じなければ

ならない。  

（財産処分の制限）  

第１５条 補助事業者は，補助対象事業により導入又は更新した設備等

の財産を補助金の交付の目的に反して使用し，廃棄し，売却し，譲渡

し，交換し，貸し付け，又は担保に供してはならない。ただし，次の

各号のいずれかに該当する場合は，この限りでない。  

 （１） 補助対象事業が完了した日の属する年度の３月末日の翌日か

ら起算して５年を経過した場合  

 （２） 天災による破損等の自己の責めに帰することのできない事由

により補助対象設備を処分する場合  

 （３） 初期不良又は故障により補助対象設備を買い替え，又は処分

する場合  

 （４） その他村長が必要と認める場合  

２ 補助事業者が，前項ただし書の規定により，交付決定に係る設備を



処分したときは，東海村中小企業省エネ設備導入支援補助財産処分届

出書（様式第１４号）を村長に提出しなければならない。  

（証拠書類の保存）  

第１６条 補助事業者は，補助金の交付に係る帳簿その他の証拠書類を

整理するとともに，当該補助年度の翌年度から起算して５年間保存し

なければならない。  

（補則）  

第１７条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，村長が別に定

める。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この告示は，令和７年４月１日から施行する。  

 （この告示の失効）  

２ この告示は，令和１０年３月３１日限り，その効力を失う。 

 


